
　　1)　植物の生育状態

建築材料 性能及び品質規定

　屋上緑化システムは以下の仕様を満足した製造所の製品とする。

管理方法による区分

　有効土層の厚さ　(cm)

　適用土壌

　透水フィルタの透水性能試験

　専用土壌を用いた定水位透水

　試験での透水係数（㎝/ｓ）

　の時間変化

　透水、保水・排水層等構成材

　の主要材質

　20以上

　製造所による

　合成繊維、合成樹脂等で耐腐食、耐久性のあるものと

する。（材質を証明する資料を提出）

　その週の数値が直前の週の数値より高い値を維持し、

透水係数の上昇傾向を確認できること

管理型 省管理型

　－　

　保水・排水層 　植物の生育に必要な保水性能及び排水性能を持ち、通気

性及び植え込み土壌を支え、流出しない構造を持つこと

　保水・排水層の鉛直方向の排 　240 以上

　耐荷重性能

　保水・排水基盤の許容圧縮強 　最大有効土層厚の荷重の1.5倍以上、かつ一般メンテナン

ス時の上部歩行に際し破壊しないこと。3×104 以上の載荷

重で異状の無いこと。

　一般メンテナンス時の上部歩行に際し破壊しないこと。

3×104 以上の載荷重で異状の無いこと。

　耐根防水層 　植物の根が屋上の防水層を痛めないよう長期に亘り熊笹

等の根張りの強い植物に対し耐根性能を持つこと。物理的

対応若しくは抗根性剤を混入したものとする。厚0.3㎜以上

の合成樹脂耐根シート又は耐根性能の実績を持つこと。材

提出する。

質を証明する資料、施工要領書及び５件以上の実績資料を

　厚0.3㎜以上の合成樹脂耐根シート又は対象の植物に対し

耐根性能の実績を持つこと。材質を証明する資料、施工要領

書及び５件以上の実績資料提出する。

　土壌を除く表示項目 　軽量土壌含む表示項目

　保水空間体積を明示

　排水空間体積を明示

　植栽 　各種の栽培が対応可能な構造とする。 　省管理が可能な専用植栽のセットとし、通常の屋根環境で

自生・生育するものとする。

　再生材の利用 　各材料の利用率の分析結果を確認し、表示する。

　－　

　実績は施工後３年間以上及び施工面積100㎡以上の案件をそれぞれ１件以上含む販売実績５件以上とする。

　当該の案件に対し、下記に関する最近の調査報告書を提出する。

　　2)　耐根層の状態

　　3)　保水・排水基盤の状態

　　4)　土壌の安定状態

　　6)　その他採用に当たって全般的な問題の有無

　　5)　排水路への土壌の流出状況

　試験方法

１）透水フィルタの透水性能＊

体１体）常温で１日置いた後、上部より給水する。給水５日間連続後取り出して自然水切り２日とした給水ｻｲｸﾙを繰り返す。週２回を下回らな

い測定回数で圧力差の水頭差110mmを保持したまま、１分間の透水量を計量し、透水係数を算出する。なお乾燥工程の試験室は室温20±3℃　湿

度60±5％とする。水切り工程は試験体の入った試験装置を取り出し、試験室内に水が切れる状態で試験室内に保管する。各サイクルごとの透水

係数の推移をグラフ化し、６週間を過ぎるまでにその週の数値が直前の週の数値より高い値を維持し、透水係数の上昇傾向を確認できれば目詰

まりが解消方向にあると判断し、合格とする。試験開始後６週間、流水時間合計が３０日を越えた時点で透水係数がまだ上昇に転じない場合は、

その後も透水量が増加する方向へ向かうまで流水時間を延長して確認することも可とする。この場合は申請者と協議するものとする。

２）保水層の保水性能は保水空間体積の算定値または実測値による。

３）排水層の排水性能は排水量の算定値または実測値による。

４）耐根層の耐根性能は3年間の実績資料の確認（その他）による。

５）保水・排水基盤の耐荷重性能＊

　　3×104Ｎ/㎡の等分布荷重による加圧試験を行ない、保水・排水層及び耐根層等に有害な変形・破壊の起きない事を確認する。又その時の圧縮応力に対

・　人工屋上緑化用システム

　水性能　（ｌ/ｍ2･hr）

　度（Ｎ/ｍ2）

　システム総重量　（kg/ｍ2）

　保水性能　（l/ｍ2）

　水平方向排水性能　（l/ｍ2）

章 項目 特　記　事　項 章 項目 特　記　事　項

２ 居室を有する建

築物に用いる建

築材料の仕様

　の規定を原則とする。

　　規制対象化学物質を発散する建築材料の使用を可能な限り制限することとし、材料選択は次の１から５

　　する建築材料等の使用制限。

　１　ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド及びスチレン（以下「ホルムアルデヒド等」という。）を発散

対策をとる建築材料等 使用制限

１

対象化学物質

建築材料の規制 　　ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン、クロルピリ

　ホス、ダイアジノン、フェノルカルブ、パラジクロロベンゼン、フタル酸ジ－ｎ－ブチル、テトラデカン

　、フタル酸ジ－２－エチルヘキシルの１３物質（以下「規制対象化学物質」という。）とする。

４ 室内空気環境

測定

　　・住宅等　　　　戸　　　　　　戸当たり　　　室

　１．測定対象室等

　２．測定対象化学物質

　３．測定方法

　　測定は、住宅の品質確保の促進等に関する法律（以下「品確法」という。）第３条第１項に規定す

　る評価方法基準（平成１３年国土交通省告示第１３４７号。以下「評価方法基準」という。）の第５

（１）測定位置は、部屋又は測定区域の中央付近で、床から１．２ｍから１．５ｍの高さとする。

　　３０分間換気する。

　　れ等の収納部分の扉は開放したままとする。

（４）測定は（３）の状態のままで行う。

　　ア　パッシブ採取機器では、測定時間は２４時間とする。ただし、工程等の都合により、２４時

　　　間測定が行えない場合は、８時間測定とする。

　　　　なお、８時間測定の場合は、午後２時から午後３時までを測定時間帯の中央となるよう、午

　　　前１０時３０分から午後６時３０分までの時間帯とする。測定回数は、１回とする。

　　　上継続して、同時又は継続して２回以上行うこと。また、午後２時から午後３時を測定時間帯

　　　の中央となるよう設定する。

　　注：（２）（３）（４）において、換気設備又は空気調和設備は稼働させたままとする。

　　　　ただし、局所的な換気扇等で常時稼働させないものは停止させたままとする。

（５）分析

（６）測定後

　　　完成検査までに、測定年月日、測定時刻、測定結果、測定時の気温・湿度・天候、及び内装仕上

　　げ工事の完了した年月日等を記録したものとともに材料選定資料を整理し、提出すること。

　４　判定基準

　　　　次表ア欄の測定対象化学物質の濃度がイ欄の数値（以下「基準値」という。）以下であること。

　　　☆☆☆等）を使用すること。

　　　をできる限り使用し、当面の間、該当する材料が無い場合は第３種ホルムアルデヒド発散材料（Ｆ

　　※原則として内装仕上げには、ホルムアルデヒドの発散に関し規制対象外の建築材料（Ｆ☆☆☆☆等）

　※※天井裏、小屋裏、床裏、壁、収納スペース等に使用する建築材料は、ホルムアルデヒドの発散に関

　　　し、規制対象外の建築材料（Ｆ☆☆☆☆等）又は第３種ホルムアルデヒド発散材料（Ｆ☆☆☆等）

　　　を使用すること。

　２　トルエン、キシレン及びエチルベンゼン（以下「トルエン等」という。）を含有する塗料及び接着剤

　　の使用制限。

対策をとる建築材料等 使用制限

　３　クロルピリホス、ダイアノジン及びフェノルカルブ（以下「クロルピリホス等」という。）を含有

　　する防腐・防蟻剤の使用制限。

対策をとる建築材料等 使用制限

　４　可塑剤を使用している建築材料等の使用制限の原則

対策をとる建築材料等 使用制限

　　　建築材料の選定にあたっては、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に

　　関する法律第１４条によるＭＳＤＳ（化学物質安全データシート）等を活用し、規制対象化学物質

　　の含有量を確認し、その発散低減に努めること。

　５　その他

合板（１）

木質系フローリング

構造用パネル

集成材

単板積層材

ＭＤＦ

パーティクルボード

その他の木質建材

　ホルムアルデヒド等を発散しないか、発散がきわめて

う。）とする。

少ないＪＡＳ又はＪＩＳの規格品（以下「規格品」とい

家具（２）

書架

実験台

その他の什器等

　（１）（５）（７）に掲げる建築材料等を使用してい

る場合は、ホルムアルデヒド等を発散しないか、発散が

極めて少ないものとする。

ユリア樹脂板（３） 　ホルムアルデヒド等を発散しないか、発散が極めて少

ないものとする。

（４） 壁紙 　ホルムアルデヒド等を発散しないか、発散が極めて少

ないものとする。

（５）

ニル床シート及び幅木等の

施工時に使用する接着剤

壁紙、ビニル床タイル、ビ

保温材

緩衝材

断熱材

（６）

塗料（７）

仕上塗材（８）

（１）

ニル床シート及び幅木等の

壁紙、ビニル床タイル、ビ

施工時に使用する接着剤

　トルエン等の含有量が少ない規格品とする。

塗料（２）

木材保存（木材の防腐・　

防蟻処理）剤

　クロルピリホス等を含有しない非有機リン系の薬剤とし、

加圧式防腐・防蟻処理等は工場で行い、充分乾燥した後に

現場へ搬入する。

壁紙用接着剤（１） 　フタル酸ジ－ｎ－ブチル及びフタル酸ジ－２－エチルヘキ

シル等を含有しない難揮発性の可塑剤を使用している規格品

とする。

（２） 木工用接着剤 　フタル酸ジ－ｎ－ブチル及びフタル酸ジ－２－エチルヘキ

シル等を含有しない難揮発性の可塑剤を使用している規格品

とする。

３ 施工中の安全

管理 　のとする。

　　また、施工時、及び施工後の通風、換気を十分に行い、室内に発散した化学物質等を室外に放出させ

　る。

ア イ

　　ホルムアルデヒド ０．０８ｐｐｍ

　　トルエン ０．０７ｐｐｍ

　　キシレン

　　エチルベンゼン ０．８８ｐｐｍ

　の６－３の（３）に定める方法（アクティブ法）又はパッシブ型採取機器を用い、次の要領で行う。

　　イ　品確法の評価方法基準第５の６－３の（３）に定める標準的な方法の場合、採取は３０分以

　　　品確法の評価方法基準第５の６－３の（３）－ロ－２に定める方法、又は測定対象化学物質を

　　採取したパッシブ型採取機器使用の場合は、分析機関に送付し、濃度を測定する。

　※測定対象室について、改修工事着手前後を測定する。

　　　＊印の試験は公的試験機関によるものとし、他は自社試験の成績書・資料の提出によることが出来る。

　する歪み（％）を測定する。試験体は耐根層から透水層までを通常使用状態にセットした３体とする。加圧速度は10㎜／min以下とする。

建築改修工事特記仕様書　追補（その３）

　・図示

　　・一般　　　　　　　　　　箇所

（２）測定対象室の全ての窓及び扉（造り付け家具、押入れ等の収納部分の扉を含む）を開放し、

（３）その後、測定対象室の全ての窓及び扉を５時間以上閉鎖する。ただし、造り付け家具、押入

　　接着剤及び塗料の塗布に当たり、使用方法及び塗布量を十分に管理し、適切な乾燥時間をとるも

０．０５ｐｐｍ
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　透水性能　：JIS A 1218の定水位透水試験に準じたインターロッキングブロックの透水性試験装置の下部に試験体(透水フィルタ)をセットし、その上に砂

（JIS A 5308付属書Aに基づく砂）及びシルト＃250を容積比9：1の割合で混合し、高さ80㎜の試験容器に加圧せずに均一に充填する。（試験
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・ ｽﾁｰﾑ教室、LL教室

　パラジクロロベンゼンの６物質（以下「測定対象化学物質」という。）とする。

　　規制対象化学物質のうち、ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン、

　５　基準値を超えた場合の措置

　　　　基準値を超えた場合は、建物使用開始までの間、強制換気等により放散の促進を図り、基準値を

　　　下回ることを確認するとともに、原因等を分析し報告書を提出すること。

　　スチレン

　　パラジクロロベンゼン

０．０５ｐｐｍ

０．０４ｐｐｍ


